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 一般社団法人日本農業機械化協会の一般競争入札については、下記の定めるところによ

る。 

 

記 

 

１．契約担当者 

一般社団法人日本農業機械化協会 

  専務理事  藤盛 隆志 

 

２．調達内容 

（１）制作件名 熱中症対策声かけ活動周知チラシの印刷と配送 

（２）調達件名の仕様等 別紙仕様書による 

（３）納入期限   令和８年６月２３日 

（４）納入場所 仕様書に定める場所 

 

３．競争参加者に必要な資格 

(１) 国及び地方公共団体から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約の指名停

止を受けている期間中でないこと。 

(２) 制作物品を確実に納品できる体制が整っている者であること。 

競争参加資格審査に関する問い合わせ先は以下のとおり。 

〒104-0033 東京都中央区新川２丁目６番１６号 馬事畜産会館６階 

一般社団法人日本農業機械化協会 

指導部長 東城清秀 TEL 03-3297-5640 

 

４．入札・開札の方法等 

(１) 入札の単位  １入札 

(２) 競争参加資格を有することを証明する書類及び入札書の受領期限 

令和８年５月２５日 １５時００分 

（郵送する場合は、受領期限までに必着のこと） 

① 入札者は、受領期限までに競争参加資格を有することを証明する書類及び入札書を

提出しなければならない。簡易書留又は書留郵便による提出も可とするが、その場

合も受領期限内に必着とする。 

② 競争参加資格を有することを証明する書類は、別添３自認書様式例を参考に入札し

ようとする者が作成し、封筒に入れ封印し、かつ封筒の表に別添５記載例により記

載すること。 

③ 入札公告、仕様書及びこの入札説明書をよく確認の上、入札書は別添４様式例を参

考に作成し、封筒に入れ封印し、かつ封筒の表に別添５記載例により記載すること。
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ただし電磁的記録による場合は別途とする。 

④ 郵便により提出する場合は二重封筒として、前項①及び②で作成した競争参加資格

を有することを証明する書類及び入札書を封入し、表封筒には別添６記載例により

記載すること。 

(３) 入札者は、その提出した入札書の書き換え、変更又は、取り消しをすることができ

ない。 

(４) 提出のあった入札書は､理由の如何にかかわらず入札者には返還しないものとす

る。 

(５) 代理人による入札 

① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人で

あることの表示及び当該代理人の氏名を明記し押印（外国人の署名を含む）してお

くとともに、開札時までにその別添７記載例による委任状を提出しなければならな

い。 

② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ね

ることができない。 

(６) 開札の日時及び場所  

令和８年５月２５日 １５時１５分 

東京都中央区新川２丁目６番１６号 馬事畜産会館６階 

一般社団法人日本農業機械化協会 応接室 

(７) 開札 

① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又

はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員に立ち会わせ

て行うものとする。 

② 入札者又はその代理人は、開札にあたり入札場に入場しようとするときに、入札関

係職員の求めがある場合は競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限

に関する委任状を提示しなければならない。 

③ 入札者又はその代理人は、契約担当者が特にやむを得ない事情があると認められた

場合以外は、入札場を退場することができない。 

④ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に

達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 

 

５．その他 

(１) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

(２) 落札者の決定方法       最低価格落札方式 

予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 
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(３) 入札額の内訳の開示 

契約担当者から求めがあった場合、落札者は、入札額の内訳を書面により開示しな

ければならない。 

(４) 契約書の作成 

① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく別添８契約書（案）

に準じた契約書を取り交わすものとする。 

② 契約書を作成する場合においては、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその

者が契約書の案２通に記名押印し、さらに契約担当者が当該契約書の案の送付を受

けてこれに記名押印するものとする。 

③ 上記②の場合において契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約

の相手方に送付するものとする。 

④ 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は成立し

ないものとする。 

(５) 支払条件 

別添８契約書（案）による。 
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入 札 心 得 

 

（総 則） 

第１条 一般社団法人日本農業機械化協会（以下「協会」という。）が発注する「熱中

症対策声かけ活動周知チラシの印刷と配送」に関する入札については、入札説明

書に定めるもののほか、この心得によるものとする。 

 

（入札等） 

第２条 入札参加者は、入札説明書、仕様書及び契約書案等を熟知の上、入札しなくて

はならない。 

２  入札参加者は、別添４入札書を封かんの上（電磁的記録による場合は別途）、入

札者の氏名（法人にあっては法人名）を表記し、入札の告示に示した日時までに

入札しなければならない。 

３  入札参加者は、代理人によって入札する場合には、入札開始までに別添７委任

状を提出しなければならない。 

４  入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代

理をすることはできない。 

５  入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することはできない。 

６  入札参加者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできな

い。 

 

（公正な入札の確保） 

第３条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年

法律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２  入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入

札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなけ

ればならない。 

３  入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開

示してはならない。 

 

（入札の取り止め等） 

第４条 入札参加者（開札の立合いを含む。）が連合し、又は不穏な行動をする等の場

合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入

札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めるこ

とがある。 
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（入札の無効） 

第５条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

（１）競争に参加する資格を有しない者による入札 

（２）委任状を提出しない代理人による入札 

（３）入札金額を訂正した入札書による入札 

（４）記名押印のない入札書による入札 

（５）入札に付される事項名又は入札金額の確認し難い入札書による入札 

（６）同一事項の入札について他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をした者によ

る入札 

（７）その他入札に関する条件を満たさない入札 

 

（開札） 

第６条 入札参加者（代理人を含む。電磁的記録又は郵送のみによる場合を除く。）は、

開札に立ち会うものとする。 

 

（落札者の決定） 

第７条 入札説明書５による。 

 

（再度入札） 

第８条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度

の入札を行う。 

２  前項の場合において応札できる者は、初度入札に応札した者とする。また、更に

落札者がいない場合は引き続き同様に入札を行う場合がある。 

３  必要と認められる回数の入札を実施しても落札者がいない場合又は応札者がい

ない場合は、入札を終了する。 

４  再度入札を辞退する場合は、辞退する旨を記載した入札書を提出すること。な

お、口頭での辞退も可とする。 

 

（同評価点の入札） 

第９条 落札となるべき同評価点の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該

入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 

２  前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、

これに代わって入札事務に関係のない協会職員にくじを引かせて決定する。 

 

（契約書の提出） 

第 10 条 落札者は、協会から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日か
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ら５日以内に協会に提出しなければならない。ただし、協会が事情やむを得ない

と認めるときは、この期間を延長することができる。 

 

（異議の申立） 

第 11 条 入札に参加した者は、入札後この心得、仕様書及び契約書案等についての

不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

 

（電磁的記録による入札） 

第 12 条 入札は、入札参加者（代理人を含む。）が協会に来場あるいは郵送により行

うのを原則とするが、これによることが困難と協会が認めた場合、電磁的記録に

よって行うことができる。その実施方法は、入札心得別紙によるものとする。 
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入札心得 別紙

電磁的記録による入札の方法

１．都内又は近郊の入札参加者は来場いただくのを原則とするが、その他の場合等で協会

が認めた場合は、電磁的記録による入札も可能とする。

２．電磁的記録による入札を希望する者は、以下により協会にその旨を連絡するものとす

る。

（１）連絡期限：５月２０日（水）１６時００分

（２）連絡方法：以下アドレスあてに「電磁的記録により本入札に参加したい」旨のメ

ールを発出する。

tojo@nitinoki.or.jp

協会は当該メールを受信した際は、可及的速やかに受け取った旨の返信をするものと

する。

３．入札希望者は、別添３自認書及び別添７委任状（必要な場合）を受領期限（５月２５

日（月）１５時００分）必着で協会に郵送する（普通郵便で差し支えない。）。当該郵便

には、入札者又は代理人の顔写真を同封する。

４．本方式によることを認めた場合、協会は入札希望者に５月２２日（金）までに、Web

会議システムの招待メールを発信する。

５．５月２５日（月）１４時３０分までに協会は Web 会議システムを立ち上げるので、

入札希望者は当該会議に入室する。この場合、３．で送付のあった顔写真に該当する者

が入室するものとする。

６．受領期限（５月２５日（月）１５時００分）丁度に入札参加者は、記入押印の上 pdf

化した別添４入札書を、メールに添付して２（２）のアドレスあてに発信する。

併せて、可能な限り入札参加者は同じ入札書を、遅滞なく下記あて FAX 発信する。

FAX 03-3297-5639

７．協会は、これらの電磁的記録による入札書を、他の電磁的記録によらない入札書と同

等に取り扱い、開札する。落札者の決定は、入札心得第７条による。
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８．入札心得第８条による再度入札は、これら電磁的記録による入札者も来場者と同様に

取り扱い、協会はWeb会議システムにより再度入札となった旨を伝達する。

電磁的記録による入札者は、再度入札に応じる場合は、６．と同様の方式で入札する。

辞退する場合は、入札心得第８条第４項に準じて行う。

〔注記〕

本入札に関し、不明点等があれば遠慮なく下記まで問い合わせされたい。

東城（とうじょう）、気多（けた） 電話 03-3297-5640 tojo@nitinoki.or.jp


